
ものの、将来は独自の仕口の開発から、実具、建 焦点をあててみると、土台から住、架、桁等の構

築等への用途は延びるものと思われます。 造材から内装、造作材iζ至るまで利用され、さら

ill. まとめ
にそのなかには、カラマツ家具が重厚感をそなえ

カラマツの利用の将来について、建築材として て置かれ、我々の「住ましリそのものにカラマツ

力ラマツ材利用の柱・長押・鴨居 因縁・建具

があらゆる角度で使われている状況に直面するで

しょう。内装、家具にはカラマツとは思えないよ

うな変貌した姿も見られるでしょう。

乙のように見てくると、我々の「住まいjをトー

タルで演出できる樹は、県産針葉樹のなかで・はカ

ラマツをおいて他iとみられない現象ではないでしょ

うか。

現在では、カラマツは、スギ、ヒノキiζ比べて

悪木とされていますが、その持つ強度性能、新し

い感覚にマッチした木目調から、新しい家造りの

主要材料となる乙とは何人といえども否定し得な

いと乙ろでしょう。

今は貴重材といわれるプナ材は、昭和初年には

使いようもない悪木といわれていましたが、との

ブナ材の貴重化する時間経過よりさらに早くカラ

マツ材が貴重化することは疑う余地はないものと

思われます。

(林産部三村)

木材実大材強度試験機の導入にあたって

戦後、営々として植林に努めたカラマツ等の人 ここでは、当林業指導所に木材実大材強度試験

工造林木は次第に成熟しつつあり、近い将来、大 機が導入されたのを機会花、県産材の需要拡大、

量の県産主伐材が見込まれます。しかしながら、 とくに建築物の構造用材としての需要に対応する

林業、林産業をめぐる諸情勢はきびしいものがあ ための取り組み等について述べます。

り、木造住宅着工戸数の落ち込みによる需要不振、 1 .実大材強度試験機

加えて木材の市場開放の動きにみられるように外 導入した試験機はインス卜ロンタイプ、木材実

材攻勢は一段とはげしくなっています。 大材強度試験機TCM-30000型 (ミネベア株式

本県の林業、林産業の振興のためには、県産材 会祉製)で、最対日圧容量は30ton、断面 12x 40cm、

の資源的蓄積の増大が直ちに木材供給の増大、あ 長さ 4mまでの実大材長尺曲げ試験及び水平せん

るいは需要の拡大へとつながり難しい諸条件を、 断試験、容量 30tonまでの短住圧縮試験ができま

いかに克服していくかが問題であり、行政、産業 す。また日本工業規格 (JIS)にもとづく曲げ、

界、研究機関等で、さまざまな対策や企画がたて 圧縮、引張り、せん断、硬さ、割裂、くぎの引き

られ実行に移されています。カラマツ材乾燥技術 抜き抵抗性試験等もできます。

の確立、普及等はその一例です。 データ処理及び制御はNECノfソコン PC9801 
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VM2を用い、試験終了後、直ちに結果がプリン

トされるようになっており、精度、データ処理機

構ともに、現在、国産の中規模木材実大材強度試

験機としては最も進んだものです。

2.今後の取り組み

木造建築物K使われる木材の強度は、人命、財

産を守るうえで極めて重要です。また住宅以外の

大型建築物の設計や、在来工法の合理化をはかる

うえでも信頼できる木材の強度値が必要になりま

す。乙の強度値は必ずしも高い値である必要はな

く信頼度が高く、保証される乙との方がより重要

です。

自然、の産物である木材は不均質であり、節、年

輪幅、比重など材質的バラツキが大きく、同一樹

種であっても強度値は 2-3倍の範囲にあるのが

普通です。とくにカラマツ等の人工造林木は初期

木材実大材強度試験機

生長が旺盛なために材質的iζ不安定な未成熟材部

が多く形成されるなどの理由から、乙の傾向は著

しいものがあります。

したがって、カラマツ等県産材を構造用部材と

して位置づけていくためには、強度lζ応じた、仕

分け'がどうしても必要であり、乙の、仕分けグ

の乙とを強度等級区分といいます。

従来、我国の木材強度値は、子供の積木程度の

材料(無欠点試片)の強度試験値から誘導してい

ましたが、その手法では実際に使用する柱とか架

の強さを適格にあらわす乙とが困難なことがわか

り、現在、実大材強度試験が各方面で行われ、そ

の強度値が蓄積されつつあります。

当所としても、木材実大材強度試験機の導入を

契機にカラマツをはじめとする県産主要樹種の実

大材強度性能を把握するための試験に着手し、強

度的位置付けを明確にして強度等級区分を確立し

ていく方針です。

また、建築基準法施工令では、強度試験の結果

に基づいて材料強度を決定できるととになってい

るので、構造設計のための数値を早急に整備して

いくつもりです。

昭和 57年、建設大臣の特認により構造用集成材

を用いた大型構造物の建設が可能となり、県内で

も大断面構造用集成材の製造がはじまりました。

構造用集成材の場合、その性能向上、品質管理上、

実大材強度試験が不可欠であり乙れらについても

対応できます。

以上、建築構造材に対する取り組み等について

述べましたが、乙のほかにWPC化(樹脂含浸材)

難燃化等、木材i乙対する各種処理と強さの関係、

人工乾燥温度と強度の関係等も究明できます。ま

た、近年、業界から要望の強い依頼試験等にも、

すみやかに対応していく乙とができる乙ととなり

ました。

(林産部橋爪)

守ろう 育てよう

一人ひとりの人権を

白。
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